
施業後の届出を忘れると

森林法違反となります

伐採及び伐採後の造林届を提出された方へ

伐採届出制度に関する
詳細は林野庁ホームページへ

造林伐採
伐採の
30~90 日前

①
主伐後
30 日以内

②
造林後
30 日以内

③

伐採前に市町村へ ① 「伐採及び伐採後の造林届」を提出後、② 主
伐後と ③ 造林後に市町村へ状況報告書を提出する必要がありま
す（詳しくは裏面へ）。森林法施行規則を守り、状況報告書の出
し忘れに気をつけましょう。悪質な場合は、罰則があります。

なお、① 「伐採及び伐採後の造林届」を提出後、伐採を実施しな
かった場合は、その旨を市町村へご報告下さるようご協力お願
いします。

施業後にも届出が必要な事を

知っていますか？　

伐採 ·造林後も市町村へ

状況報告書　  提出　　　　　　　の が必要です！
の が必要です！



施業

伐採

造林

山形県　農林水産部　森林ノミクス推進課チラシ作成 ：

市町村へ提出する主な届出書一覧

届出書ごとの提出時期

FD D D D

伐採 造林 作業
路網

譲渡 緊急
伐採

整理
記号 森林法 届出 時期 補足

森林法第10条の8第1項 伐採及び伐採後の造林の届出書 事前

B 森林法第10条の8第2項 伐採に係る森林の状況報告書 事後 Aの主伐の伐採報告

C 森林法第10条の8第2項 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 事後 Aの主伐後造林報告

Ｄ 森林法第15条 森林経営計画に係る伐採等の届出書 事後 森林経営計画に係る森
林の伐採・造林

Ａ

B

伐採
報告

A

主伐
造林

C

造林
報告

A

間伐

施業の 30 ～ 90 日前

施業後 30 日以内

① 伐採の 30 ～ 90 日前

② 主伐後 30 日以内

③ 造林後 30 日以内

各施業後 30 日以内

ＡＢＣ届出

伐採～造林までの施業内容を記載し、

「事前届出→伐採報告→造林報告」 の順で

提出していく

※ 転用の場合は C 状況報告書は提出不要

D 届出

施業後、 基本的には施業種ごと別々に提出

※ 施業が完了していて、 施業後 30 日以内の

　  提出であれば、 複数施業を一枚の届出に提

　  出することも可能

※ 以下のような届出は総合支庁へ提出します。

　　 ・ 保安林施業関係届出

　　 ・ 林地開発関係届出 ： 1ha （太陽光発電設備の設置を目的とする場合は 0.5ha） を超える開発

Ａ
主伐
造林

Ｂ　
伐採
報告

Ｃ　
造林
報告

Ｄ　

伐採

Ｄ　
作業
路網

Ｄ　

造林

Ａ

間伐

整理記号

Ａ （①）

Ｂ （②）

補足

A の主伐の伐採報告
間伐の場合は不要

A の主伐後造林報告
転用の場合は不要

伐採、 造林、 作業路網等

Ｃ （③）

D （③）

提出時期

伐採前

主伐後

造林後

施業後

届出名

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

森林経営計画に係る伐採等の届出書


